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令和 2 年 7 月 20 日 

令和 2 年 10 月２３日更新 

令和２年 11 月 4 日更新 

令和 2 年 12 月 14 更新 

令和 4 年 4 月 5 日更新 

令和 4 年 10 月 21 日更新 

学生のみなさんへ 

 

大学への登校に係る新型コロナウイルス感染予防対策について 

 

本学では、新型コロナウイルス感染予防対策として、学長メッセージにおいて、いわゆる 3 密

（密閉、密集、密接）を避け、自分や他者への感染リスクを最小限に留めるための行動をすること

を学生のみなさんへお願いしてきたところです。 

令和 2 年 7 月 21 日からは、感染防止対策に万全を期するため、これらに加え、学生のみなさ

んへ以下の感染予防対策の実施を要請しています。 

 

○基本方針 

新型コロナウイルス感染予防対策として、以下の事項を学生一人ひとりが自覚し、学内のみな

らず学外においても徹底して実践すること。 

特に、マスクの着用や他の人との間隔（1 メートル以上）の保持は、移動時も含めて徹底して

実践すること。 

  また、授業等その他活動終了後は、会食等は避け、速やかに帰宅すること。 

 

【健康管理】 

（１）毎朝の検温等、健康管理の徹底 

①各自で毎朝検温を行い、各自の体調について「健康管理表」（Excel ファイル 別添１）に入

力すること。 

（別途アプリストアから、本学が健康管理者登録した「健康日記」アプリを使用した入力・保

存も可能。使用する場合は、必ずこちらのページを参照のこと。） 

（※）上記「健康管理表」とともに、「行動記録表」（別添 2）を参考として、日頃からの行動

についても記録するように努めること。 

（※）後に万が一、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や濃厚接触者の可能性がある場

合など、経過の確認を行うため、必要に応じ本学からファイルにより「健康管理表」、「行

動記録表」データの提出を求めることがあります。 

なお、海洋工学部の学生は、別途学部から指示があった場合はそれに従うこと。 

 

②「健康管理表」記録の結果 

「発熱（目安として３７．５度以上）、咳、息苦しさ、倦怠感、嗅覚・味覚異常」などの症状が

一つでもある場合には、大学へは登校せず、５ページの担当係（学生サービス課学生生活係、

越中島地区学生支援係）へ連絡し、４～５ページ【症状が出た場合等の対応】によることとし、

大学から登校再開の許可があるまで登校しないこと。 

 

/overview/img/75aaf6843d4eb4e1ab84dd2a5ba06651.xlsx
https://www.htech-lab.co.jp/covid19/
/overview/img/90a66d249facd38afe5dcac8c2666df3.pdf
/overview/img/50beb668ea1c7d25df5e70b96f3b6d4e.xlsx
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【登下校途中】 

・国の指針を踏まえて、正しくマスクを着用し登下校すること。 

・公共交通機関等により通学する場合、①マスクを着用し、会話は控えめに。②車内換気への協

力。③混雑を避けた時間帯・車両の利用を心がけること。 

 （参 考） 

「マスクの着用について」（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 

 

【入構時】 

 ・学生証を常に携帯し、必要に応じて提示すること。 

 

【入構活動中】 

（１）マスクの着用等 

・構内では原則としてマスクを着用すること。やむをえない事情がある場合は、「わけがありま

すくカード」等の利用も可。また、フェイスシールドや透明マスク等を使用する場合は、エア

ロゾルの飛散を考慮して、他の人との 2 メートル以上の間隔を確保し、十分な換気を行うこ

と。 

  ただし、授業等において個別の指示があった場合は、その指示に従うこと。 

・特に教室内など建物内での発表や発言などの際は、飛沫が飛ばないように必ずマスクを着用す

ること。 

・例外として、熱中症のリスクを回避するため、屋外で十分な距離（２ｍ以上）を確保したうえ

で活動などをするときはマスクを外してもよいこと。 

・マスク着用時は、喉の渇きに気付きにくくなることから、特に夏場は熱中症に注意し、喉が渇

く前にこまめに水分補給すること。 

（参 考） 

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.htm l 

 

 

 
 

（２）建物内に入る際の手指の消毒等の徹底 

・各建物内に入る際には、建物入口等に設置の消毒液で手指の消毒を徹底すること。 

・他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、

キーボード、タッチパネル、電気のスイッチ、タブレット、エレベータ のボタンなど）では、

接触感染となる恐れがあることから、構内では石けんと流水によるこまめな手洗いを心掛け、

特に授業の前後は手を洗い、消毒を徹底すること。 

 

（３）登校前に検温ができなかった場合 

体温計がどうしても手に入らない場合や、測定を忘れた場合には、本学が指定した場所（品川

キャンパス：白鷹館 1 階エントランス、越中島キャンパス：1 号館 1 階エントランス）に設置

した「固定式非接触セルフ検温計」により、入構後、速やかに検温すること。 

 なお、上記以外の建物入り口スペース等に「携帯式非接触セルフ検温計」が設置され、学生自

らが使用する場合には、上記検温計は他の学生等も利用する共用機器であることから、必ず検温

計脇に設置された消毒液により、手指の消毒を行った上で検温すること。 

  

マスクがどうしても手に入らない場合は、入構後すぐに教務課教務係（品川キャンパス）、

越中島地区事務室教育支援係（越中島キャンパス）に申し出ること。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
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（４）構内における発症 

  構内において、１ページ②の症状が起きた場合には、速やかに５ページの担当係（学生サービ

ス課学生生活係、越中島地区学生支援係）に原則として電話により連絡（連絡先電話番号は学内

検温場所にある掲示あるいは５ページを参照のこと）の上、指示に従うこと。 

 

（５）授業及び研究室での活動 

 ・原則として受講や活動中はマスクを着用すること。 

・着席する場合、隣の学生と間隔を空けること。（2ｍ。最低 1ｍ） 

 ・その他、授業や活動中の３密防止対策は担当教員の指示によること。 

 

（６）課外活動の実施 

 ・別途、本学が各課外活動団体へ周知した「課外活動における新型コロナウイルス感染防止対策

指針」に基づき行うこと。 

 

（７）学内施設の利用 

 ・各施設の利用にあたっては、それぞれの施設の講じる３密防止対策に従うこと。 

 

（８）学内における食事 

 ・食事については指定された場所で３密に注意して摂ること。 

（生協の他、本学の指定する開放教室等） 

 ・人と一緒に食事を摂るときは、身体的距離をとり、対面ではなく横並びで座り、食事中は会話

を控え、大声は出さないこと。 

 

（９）トイレの利用 

・用便後は石けんと流水による手洗い及び消毒の徹底を行うこと。 

・手拭き用のハンカチ等を持参すること。 

 

（10）事務局への問い合わせ等 

 ・できるかぎり窓口ではなくメール等により問い合わせること。 

 ・事務局の窓口を利用する際には、身体的距離を保つため、整列対応として前の者と１メートル

以上間隔を空けること。 

 

（11）相談窓口 

生活上の不安や授業や履修等の悩みは、５ページの各担当係（品川：学生サービス課、教務課、

越中島：学生支援係、教育支援係）または保健管理センター、学生相談（カウンセリング）に相

談すること。 

 

【構内での活動終了時】 

・授業その他活動終了後は、速やかに帰宅すること。 

 

【症状が出た場合等の対応】 

（１）症状がある場合 

①発熱（目安として３７．５度以上）、咳、息苦しさ、倦怠感、嗅覚・味覚異常などの症状が一

つでもある場合には、学校保健安全法第 19 条に基づく出席停止の措置とします。 

大学に登校せず、担当係（学生サービス課学生生活係、越中島地区学生支援係）へ連絡する

こと。 
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②以下のサイトを参照の上、相談・受診の目安に当てはまる場合は、かかりつけ医、新型コロ

ナウイルス相談窓口、最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に相談・受診すること。 

 

（相談・受診の目安や相談方法） 

〇東京都 HP：新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について 

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/coronasodan.html  

 

（参 考） 

〇新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html  

 

③本学への病状報告は、担当係（学生サービス課学生生活係、越中島地区学生支援係）からの

指示によりメールにて行い、継続して毎日（朝・夕）体温を測定し、日々の健康状態ととも

に「健康管理表」への記入を徹底して行うこと。 

 

（※）担当係（学生サービス課学生生活係、越中島地区学生支援係）から学内関係課へ報告し、

教務課・越中島地区教育支援係において必要に応じて授業関係教員へ連絡します。 

 

  ④登校再開については、医療機関においてもできるだけ判断してもらうこと。 

その場合、診断結果を大学（学生サービス課学生生活係、越中島地区学生支援係）に報告し、

大学からの指示によること。 

 

登校再開の目安は、次の 1) 及び 2)の両方の条件を満たすこと。 

1) 発症した日の翌日から起算して 7 日が経過していること。 

2) 薬剤を服用していない状態で、解熱後 72 時間が経過し、発熱以外の症状が改善傾向で 

あること 

   

（※）最終的な登校の可否については、「健康管理表」と医療機関の判断をもとに、担当係が保

健管理センターと連携（保健管理センターは必要に応じ学生へ保健指導等を行います）の

上、大学（学生サービス課学生生活係、越中島地区学生支援係）から連絡します。 

  （※）出席停止の措置により受講できない授業等については、【令和 2 年 3 月 26 日】「新型

コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について」を参照。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症に感染又は濃厚接触者に特定され場合等 

 

①新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は濃厚接触者に特定された場合には、学校保健

安全法第 19 条に基づく出席停止の措置となります。大学に登校せず、担当係（学生サービ

ス課学生生活係、越中島地区学生支援係）へ必ず連絡すること。（※大学の業務時間外は、５

ページ感染時等連絡先（守衛所）） 

 

 ※ 新型コロナウイルスに感染した場合は、居住する都道府県へ『陽瀬者登録』をすること。 

●東京都陽性者登録センター 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/youseitouroku.html  

●新型コロナ 陽性者登録窓口について（神奈川県） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/registration.html 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/coronasodan.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/coronasodan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/youseitouroku.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/registration.html
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●千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターについて 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html 

●新型コロナ陽性者登録（埼玉県） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html 

 

② 出席停止期間は次のとおりです。 

  ただし、医師またはは保健所から指示があった場合は、その期間とします。 

 ● 感染者 

    

◆ 症状がある場合：発症日を０日として、翌日から７日間経過し、かつ症状軽快後 24

時間経過するまで 

※ 起算日から 10 日を経過するまでは、健康管理表に健康状態を記録し、健康管理を

徹底することとし、不要不急の外出は避け、大学への登校も極力控えること。 

◆ 無症状の場合：検体採取日を０日として、翌日から７日間 

なお、５日目の抗原定性検査キット(*)を用いた検査で陰性を確認した場合は５日間 

※ 出席停止期間が短縮された場合、授業への出席を可能とするが、起算日から７日を

経過するまでは、健康管理表に健康状態を記録し、健康管理を徹底することとし、不

要不急の外出は避けること。 

 

 ● 濃厚接触者 

    

  ◆ 感染者の同居者の場合：感染者の発症日（無症状の場合は検体採取日）または、感染

者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を 0 日として、翌日か

ら５日間 

◆ 上記以外の場合：感染者の感染可能期間に感染者と最後に接触した日を 0 日として、

翌日から 5 日間 

    いずれの場合も、２日目及び３日目の抗原定性検査(*1)キットを用いた検査で陰性を確認

した場合は、３日目から解除を可能とする。 

 

   （＊）抗原定性検査キットは自費検査とし、「体外診断用医薬品」と表示されたものを必ず

用いること（「研究用」等は不可）。 

    

（※）最終的な登校の可否については、担当係が保健管理センターと連携の上、大学（学生サ

ービス課学生生活係、越中島地区学生支援係）から連絡します。登校の再開に当たっては、

大学の指示に従ってください。 

（※）詳細及び出席停止の措置により受講できない授業等については、【令和 2 年 3月 26 日】

「新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について」（令和 4 年 10 月 21 日

更新）を参照。 

  

 

【連絡先（平日 8:30～18:00）】 

 品川キャンパス 

  ・学生サービス課学生生活係 (03)5463-0433 

   メールアドレス：g-gaku(at)o.kaiyodai.ac.jp 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html
/overview/img/8a9763e4e7473f34a294c4158ed6cb79_1.pdf
/overview/img/8a9763e4e7473f34a294c4158ed6cb79_1.pdf
/overview/img/8a9763e4e7473f34a294c4158ed6cb79_1.pdf
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    ・教務課教務係 

   メールアドレス：k-kyomu1(at)o.kaiyodai.ac.jp 

  越中島キャンパス 

  ・越中島地区学生支援係 (03)5245-7316 

   メールアドレス：e-gaku(at)o.kaiyodai.ac.jp 

    ・越中島地区教育支援係 

   メールアドレス：e-kyomu(at)o.kaiyodai.ac.jp 

  ※メールを送信する際には(at)を@に変えて下さい。 

 

【感染時等連絡先（上記時間帯以外、緊急時）】 

品川キャンパス（守衛所） (03)5463-0376 

越中島キャンパス（守衛所） (03)5245-7323 

 


